
栄白翠園デイサービスセンター 重要事項説明書 別添 

サービス提供時間（７時間以上８時間未満）通常規模型 

１ 介護保険給付対象サービス         令和６年６月１日現在 
（１）利用料金（単位/日）  

介護度 利用時間 １日当りの自己負担額 

要介護１ 

３時間以上４時間未満 370単位 

４時間以上５時間未満 388単位 

５時間以上６時間未満 570単位 

６時間以上７時間未満 584単位 

７時間以上８時間未満 658単位 

８時間以上９時間未満 669単位 

要介護２ 

３時間以上４時間未満 423単位 

４時間以上５時間未満 444単位 

５時間以上６時間未満 673単位 

６時間以上７時間未満 689単位 

７時間以上８時間未満 777単位 

８時間以上９時間未満 791単位 

要介護３ 

３時間以上４時間未満 479単位 

４時間以上５時間未満 502単位 

５時間以上６時間未満 777単位 

６時間以上７時間未満 796単位 

７時間以上８時間未満 900単位 

８時間以上９時間未満 915単位 

要介護４ 

３時間以上４時間未満 533単位 

４時間以上５時間未満 560単位 

５時間以上６時間未満 880単位 

６時間以上７時間未満 901単位 

７時間以上８時間未満 １,023単位 

８時間以上９時間未満 １,041単位 

要介護５ 

３時間以上４時間未満 588単位 

４時間以上５時間未満 617単位 

５時間以上６時間未満 984単位 

６時間以上７時間未満 1,008単位 

７時間以上８時間未満 １,148単位 

８時間以上９時間未満 １,168単位 



①  加算料金 

加算 サービス単位 内容 

入浴介助加算  Ⅰ）40 単位／日 適切な人員及び設備により、入浴介

助を実施した場合。また入浴介助に

関する研修を行う。 

 Ⅱ）55 単位／日 専門職などが利用者の居宅を訪問

し、浴室における利用者の動作およ

び環境を踏まえ個別の入浴計画を

たて、評価していること。 

 

 

サービス提供体制強化加算 

 

 

 

Ⅰ） 22 単位／日 

介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 70％以上また

は勤続 10 年以上の介護福祉士の

割合が 25％以上配置されている 

 

Ⅱ） 18 単位／日 

介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 50％以上配置 

 

Ⅲ） ６単位／日 

生活相談員・看護・介護職員の総

数のうち、勤続年数が 7 年以上の

占める割合が 3０％以上または勤

続 7 年以上の職員の割合が 40％

以上配置された場合 

介護職員処遇改善加算 Ⅰ）一ヶ月の合計単位数の

9.2％／月 

Ⅱ）一ヶ月の合計単位数の

9.0％／月 

Ⅲ）一ヶ月の合計単位数の

8.0％／月 

Ⅳ）一ヶ月の合計単位数の

6.4％ 

介護職員の処遇計画を策定する等

のキャリアパス、月額賃金の改

善、職場環境改善等の要件を満た

している場合 

 

 

個別機能訓練加算 

 

 

 

Ⅰ）イ 56 単位／日 

Ⅰ）ロ 76 単位／日 

専従 1 名の機能訓練指導員を配置

し（配置時間の定めなし）、計画

的に機能訓練を行っている場合。

ロはイに加えて、合計 2 名以上の

機能訓練指導員を配置している時

間帯において算定可能。 

Ⅰに加え、個別機能訓練計画など

の内容を厚労省へデータ提出し、

フィードバックを受けること。 

 

Ⅱ）20 単位／日 



口腔機能向上加算 Ⅰ）150 単位／月 

Ⅱ）160 単位／月 

看護職員等が口腔機能改善管理計

画を作成し口腔機能向上サービス

を実施した場合。データを厚労省

へ提出しフィードバックを受ける 

科学的介護推進体制加算 40 単位／月 ＡＤＬ、栄養状態、口腔機能、認

知症の状況、その他の心身の状況

などにかかる基本的な情報のデー

タを厚労省へ提出し（少なくとも

３か月に１回）フィードバックを

受ける。 

栄養改善加算 

栄養アセスメント加算 

200 単位／月 

50 単位／月 

管理栄養士と他職種共同で栄養ア

セスメントを行い、利用者・家族

に説明する。 

口腔・栄養 

スクリーニング加算 

Ⅰ）20 単位／日 

Ⅱ）５単位／日 

➀利用開始時及び利用中６ヵ月ご

とに口腔内の状態を確認し、ケア

マネージャーに情報提供する。➁

利用開始時及び利用中６ヵ月ごと

に栄養状態を確認し、ケアマネー

ジャーに情報を提供する。ⅡはⅠ

の①または➁に適合すること。 

ADL 維持等加算 Ⅰ）３０単位／月 評価対象期間が６ヵ月を超える者

の総数が 10 人以上。利用者全員

に利用開始と当該月の翌日から起

算して６ヵ月目に ADL 数値を測

定しデータを厚労省に提出しフィ

ードバック情報を活用する。初月

の ADL 数値が１以上であること 

 

 

Ⅱ）６０単位／月 上記の要件を満たし、算出した値

が２以上であること。 

送迎減算 －４７単位／片道 利用者に対して、その居宅と事業

所との間の送迎を行わない場合 

 

  

 

 

食事代 800 円（おやつ代含む） 


